
調剤をしていて

媛聞に患ったこと，

医師または患者さんに筒

かれて因ったこと，医師に疑

認照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと，ありませんか? 皆さんの媛聞

に各分野の専門家がお答えいたします.

在宅患者に対する薬剤管理指導については，

在宅患者詰問薬剤管理指導料(健軍保蹟)と

居宅療費管理指導費(介謹保障)がありますが，行わ

なければならない内容は同じであると考えて問題ない

でしょうか。また，点髄(単位)についてはどうでし

ょうか。(匿名需望)

健康保険，介護保険のいずれであっても，薬

剤師に求められている業務内容は基本的に同

じです。ただし費聞については若干相違している部

分があります。

薬剤師による在宅忠者への薬剤管理指導業務につい

ては.健康保険の場合は「在宅患者訪問薬剤管理指導

Information 

ご質問をお寄せくだ

なお，回答は本認に娼践すること

によってのみ行います。電話やファク

シミリによる回答はご容赦ください。ま

た，特猿なケースの質問は，採用されないことも

ありますのであらかじめご3湧ください。

料J(診療報酬.調剤報酬ともに同じ名称).介護保険

の場合は「居宅掠養管理指導'fJcJおよび「介護予防居宅

療養管理指導官jが設けられています。これらの瓜1:1は.

規定されている法討Eや名称は異なりますが，求められ

ている主な内容 (条件)としては.①通院が|卦雑な忠者

(利用者)であること.① 医師の指示に基づき実施する

こと.@薬剤師が忠家 (利用者の!苦宅)を訪問し.薬

学的管理指導を行うこと 一ーなどであり.基本的には

ほとんど同じであると言えます (表1)。

しかし費用 (点数もしくは単位)については，健康

保険であるか介護保険であるか.また.診fM報酬(病院

薬剤師.診療所薬剤師)であるか調剤報酬(薬局薬剤師)

であるかなどにより.若干の相違点があります (表2)c
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表1 在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費について

対象

実施者

内容

記録

その他

応;ちでj~O'él'の恐者 !汗宅で療義r!'Q)}，よ:ポ・ j曲i淀が関i!tな手IJmti.
(通院i対維なものに限る) (j通院凶維なものに m~ゐ )

:終局薬剤!日市 病院薬剤師
診療所薬剤l師

薬局薬剤師
病院薬剤師

診療ii庁:J;ち剤師

桜町:管理ILJlfi薬品t部 薬剤I!日tlHki兄・業 |薬剤管理指導記録にJLづく!日i薬指導
斉IJf~~:i'.jが:況の総訟など (絞~{llJ管理指導)

長信阪管理. Ilfi芳、指ii'f..;mfilllifHH状況・薬
剤保管状況の確認など(築学自1i;j;Jlll指導)

楽高1IIIIi川似の記録
(於低31fl日l保存)

楽河J 'ffi'里[j旨 ;!'，ï ~c fl<
{最低3年間 !~i:ïn

処方mへのが~rn9結来に|射する悩報提供
(文符)

表2 費用について

I [薬局案剤師の胎]

健康保険 (調剤l報酬)

在宅急!.-?;・訪mH薬剤管J!Il指導科
点数

月のl悶n 500!，'.(/liil 
単位 月の2@][1以降 300!.'i 1m 

麻薬'n:l!.¥l指得力nt1: loo!.'!: 1百i

H-I@まで

算定上限
※がん末期l思者.中心i¥it日正栄発注;の対象

，'，J.I.-(，'の場合.迎2問かっ月S閉まで

算定間隔 l 遇61二l
L一一一一 ー一 一一一ー 一一ー一一

[病院薬剤師 ， ~須1fi薬剤師の緬合]

健康保険{翁剤報酬)

住宅忠告-訪1111薬剤管理街道幸1550促11日l
点数 麻薬首里II指導J1IIftー 100点/1日|

単位

月21mまで

算定上限

算定間隔 J姐6日以上

一ー 一一一

薬剤/ItiJ!lt監の記録
(J段低2年間保存)

処方i包(必'!f!こ応じて介波文従事業者など)
への訪問結来に|到する情報提供(文官}

干IJ)!J者または家族への賠℃療養管理指i!'t
内千五の文容による情報提供(努力義務}

介謹保険

!l;-毛4祭主主管理指将1，1( または
介設予防hl; ~怠療発管耳!l指導資

月のlli]I;I 5001刺立回l
J.lの21¥11日以降 3001梓i立 [iiJ
1ft;業公司~J旨 J淳 JJllt): Joolji，j立!日l

JJ41i!1まで

?誌がん末JUJ也管の場合. j¥¥j2@]かつrJ8fiTI
ふ;i，，(，じ

i当(jf-J以 l'

介護保険

J~;' ;包療主主管理治ii'f.貨 または
介護予防府宅4反発管理指導'l'i

H Q)II':i! fl 550単位厄!

JJ の 21"11~ 以除 300単位向
麻薬~';・耳PJ百準加J，r): 100 lil.f、1悶

月 41~1 まで

※がん末期必千干の場合堕21日lかっrJ81u1 
まで

j~6rIJJ. .卜
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目。宅で療養中の患者 (利用者)に対して訪問薬剤管理

指導(居宅療養管理指導)を実施する場合には.介護保

険適用者であるか否かをきちんと把握し 誤請求とな

らないよう十分注意してください。

医制点数表に関することですが，在宅患者詰

問薬剤管理指導に関する事項について質問が

あります。保蹟医額揖関では，保憤襲局に在宅患畜訪

問票翻管理指導を実施するよう指示する際，保隈察局

に却して露顕状況などの在宅患者笛間薬剤管理指導に

必要な情報鑓倶を文書により行えば.言書積情報提倶料

(A) (220点)を算定することができましたが，2006 

年4月の欝療報酬連定以降，医輯点数表にその項目が

見当たりません。廃止されてしまったのでしょうか。

(匿名穆望)

2006年4月以降は.診療情報提供料 (A)で

はなく.診療情報提供料(I)とし寸名称に変

更されています。

診療情報提供料 (医科点数表)は，医療機関問の有機

的連携の強化.医療機関から保険薬局または保健・福

祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として

設定された点数で.両者の患者の診療に関する情報を

哩'"

Information 

相互に提供することで.継続的な医療の確保.適切な

医療を受けられる機会の増大.医控・社会資源の有効

活用を図ろうとするものと位置付けられています。

従来. 診療情報提供料には 「診掠情報提供料 (A)J 
~ r診療情報提供料 (D ) J と い う 4 つの点数項目が設定

され.このうち.保険医療機関から保険薬局への情報

提供については「診療情報提供料 (A)Jの中で評価さ

れていました。2006年4月1日以降は.診療報酬点数

去の簡素化という観点から， i診捧情報提供料 (I)Jと

「診療情報提供科 (IlJJの2項目に再編されていますが，

保険薬局に対する情報提供の考え方はそのまま継承さ

れており.現在は「診掠情報提供料 (I) J (250点)の

中で評価されています (表3)。

表3 診療情報提供料(医科点数表)

B009 診療情報提供料 (T) 250 .'~: 

往 1-2 <略>

注3 保険医療機関が. 診療に基づき保険薬局による夜'毛忠 |

'?'i・訪問薬剤管理指導の必要を認め，居宅において波発を

行っている患者であって通院が凶殺なもののl司:&iを得て.

当該保険薬局に対して.診療状況を示す文f!?を添えて.当

該思考に係る在宅患者訟Ilij・WSfllJ管理E指導に必裂なれ!j裁を依

然した場合に.患者l人につき )]1悶にl浪り t):定する。

討'4-i <略>
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